
【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1101
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

使用済物品等又は副産物を再生資源として
利用してアルコールを製造する場合、アル
コール事業法に基づく販売及び使用の許可
を不要とし、流通管理（帳簿記帳・定期報
告等）を行わないことを容認

特例措置を講じる
に当たっての条件

当該アルコールが酒類の原料として不正に
使用されるおそれがないものとして製造さ
れること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 再生資源を利用したアルコール製造事業

措置区分 法律
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

アルコール事業法第９条、第１０条、第２
１条～第３０条、第３７条～第３９条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

アルコールの販売、使用をする者は、アル
コール事業法に基づく許可を受ける必要が
ある。また、許可を受けた者（製造を含
む）は、アルコール事業法に基づく帳簿記
載、定期報告を行う必要がある。



【検討要請への回答】

→指摘通り修正する。
→「経済産業省令で定める要件に適合す
ると経済産業大臣が認める」と修正す
る。
→「経済産業省令で定める要件」とは、
当該製造事業者が製造するアルコールが
酒類の原料として不正に使用されるもの
でないと「経済産業大臣が認める」ため
の要件であり、具体的には下記の２つの
み。
　　①当該アルコールが酒類の原料とし
て不正に使用されないようにするために
当該アルコールに混和する化学物質
（例：メタノール）とその混和する分量
　　②実際に当該製造事業者が①に記載
した化学物質を当該アルコールに混和す
る装置が、当該製造事業者が有するアル
コール製造設備に設置されていること
（本要件は、実際に当該製造事業者が混
和する能力を有し、不正使用のおそれの
ない製造設備であることを客観的に確認
するための唯一かつ必要最低限のも
の。）
なお、これらの要件は、当該アルコール
が酒類に不正に使用されるおそれがない
ことを「経済産業大臣が認める」ために
必要最小限かつ客観的具体的要件であ
り、また、これらに加えて経済産業大臣
が確認するべき事項はない。したがっ
て、本要件は、「特例措置の内容」の欄
に記入することとし、本要件が満たされ
ていることが地方公共団体が申請する特
区計画にそれぞれ記載され、また、それ

→「周辺の産業」は、法律の条文どおり
「周辺の地域」とすること。

→法律では、「経済産業省令で定める要件
に適合すると経済産業大臣が認める」アル
コールとなっている。よって、法律条文に
従い記載するとともに、「経済産業省令で
定める要件」を具体的に記述すべきであ
る。
→「製造設備」については、法律上明示さ
れていないものであり、調整を要する。ま
た、これについては「経済産業大臣が認め
る」ことについても調整を要する。
→「アルコール事業法第９条、第１０
条、、、」の前に、法律の条文どおり、
「当該地方公共団体が内閣総理大臣の認定
を申請し、その認定を受けたときは、当該
認定の日以後は、」を挿入すること。

地方公共団体が設定する構造改革特別区域
又はその周辺の産業における地域産業に係
る使用済物品等（資源の有効な利用の促進
に関する法律（平成３年法律第４８号）第
２条第１項に規定する使用済物品等をい
う。）又は副産物（同法第２条第２項に規
定する副産物をいう。）であって主として
これらの地域において回収されるものとし
て当該地方公共団体が指定したものについ
て、これを再生資源（同法第２条第４条に
規定する再生資源をいう。）として利用し
て、当該構造改革特別区域において製造事
業者（アルコール事業法（平成１２年法律
第３６号）第３条第１項の許可を受けた者
をいう。）が製造するアルコール（同法第
２条第１項に規定するアルコールをいい、
酒類の原料として不正に使用されるおそれ
のないものとして経済産業省令で定める化
学物質(例えばメタノール）を製造するアル
コールに指定する数量以上混和可能な製造
設備によりアルコールが製造されると経済
産業大臣が認めるものに限る。）について
は、アルコール事業法第９条、第１０条、
第２章第三節及び第４節（第２１条～第３
０条）並びに第３５条から第３７条までの
規定を適用しないこととする。

特例措置の内容



【検討要請への回答】

を確認するために必要な書類（当該アル
コールと化学物質を混和するための装置
の構造図及び配置図のみ）が添付されて
いることを確認することをもって、「経
済産業大臣が認める」こととする。
→「製造設備」について、上記記載にも
あるように、当該アルコールと化学物質
を混和するための装置を製造設備に設置
していることは、法律やプログラムに明
示的に記載されてはいないものの、プロ
グラムの「特例措置を講じるに当たって
の条件」を客観的具体的に示したもので
あり、かつ必要最小限のものである。し
たがって、上記記載にもあるように、こ
の点を「経済産業大臣が認める」ことは
特区法２５条に記載されている内容及び
プログラムに記載されている内容を超え
るものではないとの認識。また、上記に
も記載したとおり「経済産業大臣が認め
る」行為自体は、地方公共団体が申請し
た特区計画に対して、特区法第４条第９
項に基づく「関係行政機関の長」たる経
済産業大臣が同意をなす際に同時になさ
れることから、地方公共団体や事業者に
対して上乗せ的な規制や手続を課してい
るものではないとの認識。
→「経済産業大臣が認める」ことについ
ては、特区法第２５条に記載されてい
る。
→指摘通り挿入する。



【検討要請への回答】

実施主体 アルコール製造事業者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 構造改革特別区域又はその周辺の地域にお

ける地域産業に係る使用済物品等又は副産
物が主としてこれらの地域において回収さ
れ、これを再生資源として利用して、当該
構造改革特別区域においてアルコール製造
事業を行う者がいる地域。

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

経済産業省令で定める化学物質を指定する
数量以上混和する装置が、アルコールの製
造設備に設置され、酒類の原料として不正
に使用されないアルコールが製造されると
経済産業大臣が確認できることが必要。

→特区法第２５条は、「地方公共団体が内
閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受
けたとき」は、特例の適用があるものであ
る。また、経済産業大臣の同意も、法律上
の要件に適合する場合は同意をするもので
ある。よって、経済産業省令で酒類の原料
として不正に使用されないアルコールの要
件を示し、地方公共団体が工業試験場等の
試験研究機関で確認することとして、同意
の要件ではなく、特例措置の内容とするべ
きではないか。
→「製造設備」については上述。

→上記「特例措置の内容」に関する所管
省庁からの回答の欄に記載したとおり、
本内容については、「特例措置の内容」
とする一方、当該アルコールが酒類に不
正に使用されるおそれがないことを「経
済産業大臣が認める」行為については、
酒税に係る徴税事務との関係等も考慮に
入れれば、地方公共団体自体ではなく、
経済産業大臣自身が認めることが必要が
あり、この「経済産業大臣が認める」行
為については法律上も明示されており、
その内容を超えるものではないと認識。
また、上記にも記載したとおり、特区計
画に必要な記載及び必要な書類を添付す
ればよいだけであることから、地方公共
団体や事業者に対して上乗せ的に規制や
手続を課しているものではないとの認
識。
→「製造設備」については上述。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

経済産業省令で定める化学物質を指定する
数量以上混和する装置が、アルコールの製
造設備に設置されていると確認するため、
経済産業省令で定める確認申請書に化学物
質の混和装置の配置図及び同装置の構造図
を添えて、経済産業大臣に提出することが
必要。

→上記の特例措置により必要ない。 →「特例措置の内容」に関する所管省庁
の回答欄に記載したとおり、地方公共団
体が申請する特区計画に必要な記載及び
添付書類があれば、特区計画の同意行為
に加えて、別途のタイミングで経済産業
大臣による確認行為を要するものではな
い。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1102
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

中心市街地の活性化のための大規模小売店
舗の新設及び変更の際の手続きの簡素化

特例措置を講じる
に当たっての条件

都道府県等が、中心市街地の構造改革特区
に関する認定申請の事前手続として、あら
かじめ店舗の立地する市町村や住民等に対
して構造改革特区計画案の内容を十分説明
し、意見を聴取すること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 中心市街地における商業の活性化事業
措置区分 法律、省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

大規模小売店舗立地法第５条第４項、第６
条第４項、第８条、第９条
大規模小売店舗立地法施行規則第４条第１
項第４号から第１２号

特例を講ずべき法
令等の現行規定

　大規模小売店舗立地法第５条第１項の規
定による届出に係る大規模小売店舗の新設
又は同法第６条第１項若しくは第２項の規
定による届出（同法附則第５条第４項の規
定により同法第６条第２項の規定による届
出とみなされる同法附則第５条第１項（同
条第３項において準用する場合を含む。）
の規定による届出を含む。）に係る同法第
５条第１項各号に掲げる事項の変更の実施
制限、関係者からの意見聴取、都道府県等
意見の表明、勧告・公表手続き及び上記届
出への書類添付。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ・都道府県（地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市

を含む。以下同じ。）が、その設定する構造改革特別区域が

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の

一体的推進に関する法律（平成１０年法律第９２号）第７条

第１項に規定する特定中心市街地の区域のうち大規模小売店

舗立地法（平成１０年法律第９１号）第２条第２項に規定す

る大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより商業の

活性化を図ることが特に必要な区域であるものと認めて内閣

総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認

定の日以後は、大規模小売店舗立地法第５条第１項の規定に

よる届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第６条第１項

若しくは第２項の規定による届出（同法附則第５条第４項の

規定により同法第６条第２項の規定による届出とみなされる

同法附則第５条第１項（同条第３項において準用する場合を

含む。）の規定による届出を含む。）に係る同法第５条第１

項各号に掲げる事項の変更については、同法第５条第４項、

第６条第４項、第８条及び第９条の規定を、適用しないこと

とする。

　また、上記の届出には、施行規則第４条第１項第４号から

第１２号に掲げる書類の添付を不要とする。

・市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、

構造改革特別区域に係る構造改革特別区域計画の案の内容と

なるべき事項を申し出ることができる。

・都道府県は、構造改革特別区域に係る構造改革特別区域計

画の案を作成するに際し、計画案の作成の際に当該構造改革

特別区域の存する市町村と協議しなければならない。

・都道府県は、構造改革特別区域に係る構造改革特別区域計

画の案を作成するに際し、必要に応じ、居住者、事業者、商

工会議所又は商工会等の団体その他の者からの意見聴取を行

うことができる。例えば公聴会の開催が考えられる。

・都道府県は、上記の手続きを経て作成した計画案を公告、

縦覧し、居住者、事業者、商工会議所又は商工会等の団体そ

の他の計画案について意見を有する者から意見を聴取する。

→「計画の案を作成するに際し、計画案の
作成の際に」は、法律の条文どおり「計画
の案を作成しようとするときは、」とする
こと。
→「意見聴取を行うことができる。」は、
法律と異なるため、「意見聴取を行うもの
とする。」としてはどうか。
→特区法第２４条第５項、第６項に該当す
る部分は、法律の条文どおりでいいのでは
ないか。

→了解

→了解

→了解

実施主体 当該地域内において大規模小売店舗の新設
又は変更をしようとする者

(その他の内容の整理をまって調整)



【検討要請への回答】

想定対象地域 中心市街地における市街地の整備改善及び
商業等の活性化の一体的推進に関する法律
（平成１０年法律第９２号）第７条第１項
に規定する特定中心市街地の区域のうち大
規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９
１号）第２条第２項に規定する大規模小売
店舗の迅速な立地を促進することにより商
業の活性化を図ることが特に必要な区域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

・所定の手続きがとられていること。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1103
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

特定供給の活用による一般電気事業者及び
特定電気事業者以外の事業者が一定の範囲
内で自営線により電力供給できる事業範囲
の拡大

特例措置を講じる
に当たっての条件

特区内の供給者と需要家との関係におい
て、資本関係等にかかわらず、需要家保護
措置を要しない密接な関係が確保されるこ
と。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 電力の供給・需給者間における資本関係等
以外による特定供給事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

電気事業法施行規則第２１条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

特定供給制度を活用して電気を供給する場
合には、両者に生産工程、資本関係、人的
関係等の密接な関係を要する。

特例措置の内容 構造改革特区内の供給者と需要家との関係
において、資本関係等に関わらず、需要家
保護措置を要しない密接な関係が確保され
る場合には、特定供給制度に基づく電力供
給を可能とする。

→資本関係等とは何か。具体的に制限列挙
すること。
→「需要家保護措置を要しない密接な関係
が確保される場合」とは、具体的にはどの
ようなことか。

→資本関係等とは生産工程、資本関係、
人的関係を通じた供給者・需要家間の関
係。
→特区における特定供給を行う供給者と
需要家との間で、下記「同意の要件」に
記した(1)、(2)に該当する場合など、資
本関係、人的関係、生産工程を通じた関
係と同程度に供給者と需要家との間に密
接な関係が認められる場合。



【検討要請への回答】

実施主体 民間企業等 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 構造改革特区の全部又は一部
同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

構造改革特区内の供給者と需要家との間に
おいて電気事業法施行規則第２１条におけ
る資本関係等と同程度の密接な関係が認め
られること。例えば、以下の要件を特区申
請者が保証する場合等。
（１）供給者と需要家との間に、長期間に
わたる取引等を通じて実態として同一企業
グループとみなしうる関係が存在し、その
関係が今後も継続することが見込まれ、両
者の間に密接な関係が認められること。
（２）供給者となる公社等の公的主体が需
要家とともに組合を設立し、その関係が今
後も継続することが見込まれ、供給者と需
要家の間に密接な関係が認められること。

→特例措置の内容であり、同意の要件では
ない。
→自治体からの提案が、この内容で実現で
きるのか。過度の要件を課すものとなって
いないか。例えば、臨海工業地域で、工場
の自家発電設備の余剰電力を供給すること
が可能となるのか。
→「同程度の密接な関係が認められる」と
は、具体的にはどのようなことか。
→「特区申請者が保証」とは具体的にどの
ような内容を意味するのか。

→ご指摘を踏まえ修正。

→特区で指定される地域がコンビナート
など地縁的な一体性を有する地域であっ
て、現行の電気事業法体系の下で「一の
需要場所」の観念出来る場合には、内部
での電気のやり取りは規制対象外であ
り、自治体の要望に応えることは可能。
また、(1)、(2)の要件を供給者と需要家
との間に確認出来る場合には特定供給制
度の活用が可能であり、自治体の要望に
応えることは可能。
→資本関係等と同じように供給者と需要
家との間に料金規制等の需要家保護措置
を要しない密接不可分な関係が認められ
ること。
→特例措置を受けようとする者が、供給
者と需要家との間に上記(1)、(2)の関係
が存在することを判断しうる資料を特区
申請者となる地方自治体に提出し、その
内容を地方自治体が確認すること。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし →以下に修正。
特区申請者が特区内部で特定供給の特例
措置を活用しようとする供給者と需要家
との間に(1)、(2)該当する関係が存在す
ることを個別に確認し、密接な関係が確
保されている場合にはその旨を特例措置
を受けようとする者に通知。供給者は当
該通知を許可申請の際、経済産業大臣に
提出。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1104
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

家庭用燃料電池の自家用電気工作物から一
般用電気工作物への位置付けの変更

特例措置を講じる
に当たっての条件

例えば、燃料、機械、電気の専門家等が、
運転状況の監視や点検・メンテナンスを実
施するとともに、機器異常時や災害等の非
常時の保安体制が整備されること及びこれ
らの事項を明確にルール化しておくことな
ど、個別の設備毎に、その技術的特性等に
応じた適切な代替措置が講じられること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 家庭用燃料電池等小型分散型電源の導入事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

電気事業法第３８条第１項第３号に基づく
経済産業省令

特例を講ずべき法
令等の現行規定

法第三十八条にて一般用電気工作物の定義
が規定されているが、燃料電池はその対象
となっていない。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 次の条件を満たす燃料電池発電設備（ただ
し、非常用予備電源を得る目的で施設する
ものを除く。）を、一般用電気工作物に位
置付ける。
(1)電気事業法施行規則第４８条第３項で定
める電圧以下の電気の発電用の電気工作物
であって、その発電に係る電気を電気事業
法施行規則第４８条第２項に定める電圧以
下の電圧で他の者がその構内において受電
するための電線路以外の電線路によりその
構内以外の場所にある電気工作物と電気的
に接続されていないこと。
(2)固体高分子形であること。
(3)出力１０キロワット未満であること。た
だし、同一の構内（これに準ずる区域内を
含む。）に設置する施行規則第４８条第４
項各号に定める設備と電気的に接続され、
それらの設備の出力の合計が２０キロワッ
ト以上となるものを除く。

実施主体 当該小型分散型電源を設置する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、家庭用燃料

電池等小型分散型電源の導入を図ることが
特に必要である地域



【検討要請への回答】

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

(1)地方公共団体により、『電気事業法の規
定に基づく主任技術者の資格等に関する省
令（通商産業省令第５２号）第１条の表
中、上欄に掲げる第三種電気主任技術者免
状に応じて規定される中欄に掲げる学歴又
は資格及び下欄に掲げる実務の経験』に相
当する学歴又は資格及び実務の経験を有す
る者が、工事、維持及び運用に関する保安
の監督をなすことを確保すること。
(2)地方公共団体により、保安上必要な措置
として、電気事業法施行規則第５０条第１
項第１号、第３号、第４号、第６号及び第
７号に示される事項に相当する事項が明確
に定められていること。

→同意の要件ではなく、特例措置の内容に
記述すべきである。

→指摘を踏まえ、『特例措置の内容』
に、当該機器を導入した際の弊害を防止
する措置を含めた形で記載する。これ
は、代替措置が不要であるとの趣旨では
なく、機器の要件に組み込むことによ
り、代替措置をより明確化するものであ
る。

特例措置に伴い必
要となる手続き

家庭用燃料電池発電設備を設置する者は、
当該設備に関し、出力、台数、燃料の種
類、制御方法に関する説明書など、『特例
措置の内容』及び『同意の要件（特例措置
に伴う弊害を防止するための措置）』を満
足することを確認できるものを、あらかじ
め地方公共団体に届出する。地方公共団体
はその内容の妥当性を確認するとともに、
届出内容を原子力安全・保安院に通知す
る。これらの事項を変更しようとするとき
も、同様とする。

→地方公共団体への届出は、特区申請にお
いて担保されているのではないか。
→一般用電気工作物には、届出義務がない
とするなら、原子力安全・保安院に届け出
る必要はないのではないか。

→実際の確認手段には様々な方法があり
うると思われるが、特例として設置され
る個別の機器毎の仕様等が『特例措置の
内容』に合致しているか否かの確認は、
保安上最低限行うべき事項であると考え
ている。
→本特例は、本来一般用電気工作物でな
い発電設備について、保安体制の強化等
を前提に一般用電気工作物に準じた扱い
を認めるものである。したがって、保安
を確保する上での最低限の情報として、
対象となる機器が、どこで、どの様に使
用されているのか把握することは不可欠
であると考えており、原案が適当と考え
ている。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1105
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

小出力発電設備となる出力範囲及び対象の
拡大

特例措置を講じる
に当たっての条件

例えば、燃料、機械、電気の専門家等が、
運転状況の監視や点検・メンテナンスを実
施するとともに、機器異常時や災害等の非
常時の保安体制が整備されること及びこれ
らの事項を明確にルール化しておくことな
ど、個別の設備毎に、その技術的特性等に
応じた適切な代替措置が講じられること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 家庭用燃料電池等小型分散型電源の導入事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

電気事業法第３８条第１項第３号に基づく
経済産業省令

特例を講ずべき法
令等の現行規定

法第３８条に規定される一般用電気工作物
の定義が定められているが、ガスタービン
を原動力とする火力発電設備（ガスタービ
ン発電設備）はその対象となっていない。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 次の条件を満たすガスタービン発電設備
（ただし、非常用予備電源を得る目的で施
設するものを除く。）を、一般用電気工作
物に位置付ける。
(1)電気事業法施行規則第４８条第３項で定
める電圧以下の電気の発電用の電気工作物
であって、その発電に係る電気を電気事業
法施行規則第４８条第２項に定める電圧以
下の電圧で他の者がその構内において受電
するための電線路以外の電線路によりその
構内以外の場所にある電気工作物と電気的
に接続されていないこと。
(2)出力３０キロワット未満であること。
(3)最高使用圧力が１，０００キロパスカル
未満であること。
(4)最高使用温度が１，４００度未満である
こと。
(5)発電機と一体のものとして一の筐体に納
められていること。
(6)ガスタービンの損壊事故が発生した場合
においても、破片が当該設備の外部に飛散
しない構造を有すること。
(7)同一の構内（これに準ずる区域内を含
む。）に設置する発電設備と電気的に接続
されていないこと。
(8)公衆が容易に触れないための措置がなさ
れていること。

実施主体 当該小型分散型電源を設置する者 (その他の内容の整理をまって調整)



【検討要請への回答】

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、家庭用燃料
電池等小型分散型電源の導入を図ることが
特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

(1)地方公共団体により、『電気事業法の規
定に基づく主任技術者の資格等に関する省
令（通商産業省令第５２号）第１条の表
中、上欄に掲げる第三種電気主任技術者免
状に応じて規定される中欄に掲げる学歴又
は資格及び下欄に掲げる実務の経験』に相
当する学歴又は資格及び実務の経験を有す
る者が、工事、維持及び運用に関する保安
の監督をなすことを確保すること。
(2)地方公共団体により、保安上必要な措置
として、電気事業法施行規則第５０条第１
項第１号、第３号、第４号、第６号及び第
７号に示される事項に相当する事項が明確
に定められていること。

→同意の要件ではなく、特例措置の内容に
記述すべきである。

→指摘を踏まえ、『特例措置の内容』
に、当該機器を導入した際の弊害を防止
する措置を含めた形で記載する。これ
は、代替措置が不要であるとの趣旨では
なく、機器の要件に組み込むことによ
り、代替措置をより明確化するものであ
る。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

ガスタービン発電設備を設置する者は、当
該設備に関し、出力、台数、燃料の種類、
制御方法に関する説明書など、『特例措置
の内容』及び『同意の要件（特例措置に伴
う弊害を防止するための措置）』を満足す
ることを確認できるものを、あらかじめ地
方公共団体に届出する。地方公共団体はそ
の内容の妥当性を確認するとともに、届出
内容を原子力安全・保安院に通知する。こ
れらの事項を変更しようとするときも、同
様とする。

→地方公共団体への届出は、特区申請にお
いて担保されているのではないか。
→一般用電気工作物には、届出義務がない
とするなら、原子力安全・保安院に届け出
る必要はないのではないか。

→実際の確認手段には様々な方法があり
うると思われるが、特例として設置され
る個別の機器毎の仕様等が『特例措置の
内容』に合致しているか否かの確認は、
保安上最低限行うべき事項であると考え
ている。
→本特例は、本来一般用電気工作物でな
い発電設備について、保安体制の強化等
を前提に一般用電気工作物に準じた扱い
を認めるものである。したがって、保安
を確保する上での最低限の情報として、
対象となる機器が、どこで、どの様に使
用されているのか把握することは不可欠
であると考えており、原案が適当と考え
ている。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1106
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

運転停止時に燃料電池内の燃料ガスを排除
するための不活性ガス（窒素ガスボンベ）
の常備の不要化

特例措置を講じる
に当たっての条件

現在実施されている定置用燃料電池普及基
盤整備事業（ミレニアムプロジェクト）で
収集された技術データに基づく技術検討結
果などに応じ、例えば（水素ガスを含む）
停止時の残存燃料ガスによる爆発の防止
や、停止時の残存燃料ガスによる発電の継
続の防止に対する適切な代替措置が講じら
れること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 家庭用燃料電池等小型分散型電源の導入事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

発電用火力設備に関する技術基準を定める
省令第３５条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

不活性ガス等で燃料ガスを安全に置換でき
る構造であること。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 次の条件を満たす家庭用燃料電池発電設備
（ただし、非常用予備電源を得る目的で施
設するものを除く。）について、特例措置
を認める。
(1)固体高分子形であること。
(2)出力１０キロワット未満であること。
(3)燃料電池設備の燃料ガスを通ずる部分の
燃料ガスが排除される構造であること、又
は、例えば十分な強度を有する材料を使用
するなど、燃料電池設備の燃料ガスを通ず
る部分に密封された燃料ガスによる爆発に
耐えられる構造であること

実施主体 当該小型分散型電源を設置する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、家庭用燃料

電池等小型分散型電源の導入を図ることが
特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

地方公共団体により、保安上必要な措置と
して、電気事業法施行規則第５０条第１項
第１号、第３号、第４号、第６号及び第７
号に示される事項に相当する事項が明確に
定められていること。

→同意の要件ではなく、特例措置の内容に
記述すべきである。

→指摘を踏まえ、『特例措置の内容』
に、当該機器を導入した際の弊害を防止
する措置を含めた形で記載する。これ
は、代替措置が不要であるとの趣旨では
なく、機器の要件に組み込むことによ
り、代替措置をより明確化するものであ
る。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

家庭用燃料電池発電設備を設置する者は、
当該設備に関し、出力、台数、燃料の種
類、制御方法に関する説明書など、『特例
措置の内容』及び『同意の要件（特例措置
に伴う弊害を防止するための措置）』を満
足することを確認できるものを、あらかじ
め地方公共団体に届出する。地方公共団体
はその内容の妥当性を確認するとともに、
届出内容を原子力安全・保安院に通知す
る。これらの事項を変更しようとするとき
も、同様とする。

→地方公共団体への届出は、特区申請にお
いて担保されているのではないか。
→一般用電気工作物には、届出義務がない
とするなら、原子力安全・保安院に届け出
る必要はないのではないか。

→実際の確認手段には様々な方法があり
うると思われるが、特例として設置され
る個別の機器毎の仕様等が『特例措置の
内容』に合致しているか否かの確認は、
保安上最低限行うべき事項であると考え
ている。
→本特例は、現時点では技術的安全性が
確認されていない手法について、保安体
制の強化等を前提にこの利用を認めるも
のである。したがって、保安を確保する
上での最低限の情報として、対象となる
機器が、どこで、どの様に使用されてい
るのか把握することは不可欠であると考
えており、原案が適当と考えている。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1107
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

ジメチルエーテル（以下「ＤＭＥ」とい
う。）の実験設備について、一定の条件下
における装置の改良又は改造に伴う許可申
請手続きの簡素化（許可が必要なものは届
出化、届出が必要なものは届出免除）

特例措置を講じる
に当たっての条件

ＤＭＥの実験設備であり研究開発目的で使
用される設備について、処理量の変更を伴
わない構造変更であること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 ＤＭＥ試験研究施設の変更工事に係る許可
申請等の手続きに関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第１４、１６条
コンビナート等保安規則第１３条

→一般高圧ガス保安規則第１５条、第１７
条が特例措置を講ずる条項ではないのか。

→貴見の通り修正する。
また、コンビナート等保安規則について
も同様の観点から１４条に変更する。

特例を講ずべき法
令等の現行規定

高圧ガス製造施設の変更工事の内容に応じ
て、都道府県知事に許可申請又は届出を行
うこととなっている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 DMEの試験研究施設として地方公共団体が
認めたものについては、当該施設における
処理量の変更を伴わない構造変更を、高圧
ガス保安法第１４条第１項及び第４項のた
だし書の経済産業省令で定める軽微な変更
工事として取り扱い、同条第１項に基づく
許可申請については届出に、同条第４項に
基づく届出については不要とする。

実施主体 ＤＭＥ試験研究施設を使用して高圧ガスを
製造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、ＤＭＥの導
入を図ることが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）
特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1108
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく水素ステー
ション及びＤＭＥステーションに係る保安
統括者等の選任の免除

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば自動遮断装置等保安統括者等を選
任しなくても高圧ガス製造設備の保安が確
保される代替措置が講じられ、実証実験に
よるデータ等につき、提案者からの提案を
受け、安全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 水素ガススタンド及びＤＭＥガススタンド
に係る保安統括者等の選任に関する特例事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第６４条
コンビナート等保安規則第２３条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

水素ガススタンド等の高圧ガス製造事業所
には、保安統括者等の選任が必要。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①スタンドのスペック（使用圧力、処理量
等）、②たとえば自動遮断装置の設置等、
保安統括者を選任しなくともスタンドの保
安が確保される保安確保策、③保安確保策
が有効であることを立証する実証実験によ
るデータや文献、④具体的なスタンドに係
る技術上の基準（参考：一般高圧ガス保安
規則第７条第２項、圧縮天然ガススタンド
に係る技術上の基準）、が提案者から提案
され、安全性が検証される場合、特区にお
ける高圧ガス保安法第２７条の２第１項第
１号の経済産業省令で定める者（保安統括
者の選任が不要な者）として、水素ガスス
タンド及びＤＭＥガススタンドを定める。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～④の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～④の内
容と現行の技術上の基準及び保安統括者
等によって確保される保安活動を比較検
討し、「同等の安全性を確認」できるの
は、経済産業省である。比較検討するた
めに、①～④の内容は必要最小限のもの
である。

実施主体 水素ガススタンド及びＤＭＥガススタンド
において高圧ガスを製造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、水素スタン
ド等の導入を図ることが特に必要である地
域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～④の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1109
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく燃料電池自動
車及びＤＭＥ自動車に係る、車両と燃料タ
ンクと一体での再検査の可能化

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば、目視検査により容器内面を確認
しなくとも、健全性が確保されるコーティ
ングが内面から施されている等の代替措置
が講じられ、実証実験によるデータ等につ
き、提案者からの提案を受け、安全性が検
証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 燃料電池自動車及びDME自動車に係る車両
と燃料タンクと一体での再検査事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

高圧ガス保安法容器保安規則第２５条、第
２６条（容器保安規則に基づき表示等の細
目、容器再検査の方法等を定める告示（以
下、容器細目告示）第２条）

特例を講ずべき法
令等の現行規定

容器再検査では、容器ごとに、内面及び外
面の目視検査や耐圧試験を行う必要があ
る。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①容器のスペック（圧力、材料、容量、寿
命）、②たとえば目視検査により容器内面
を確認しなくとも、健全性が確保される
コーティングが内面に施されている等、容
器の保安が確保される保安確保策、③容器
再検査の方法（参考：容器細目告示第１７
条、第１８条、圧縮天然ガス自動車燃料装
置用継目なし容器の外観検査、漏洩試
験）、が提案者から提案され、安全性が検
証される場合、車載状態のままで容器再検
査を実施する能力があると認められた特区
における容器検査所において、高圧ガス保
安法第４９条第１項の経済産業省令で定め
る方法及び同条第２項の経済産業省令で定
める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の
規格として燃料電池自動車及びＤＭＥ自動
車の燃料タンクについては、車載状態のま
まで容器再検査を行うことができることに
する。

→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 都道府県知事、高圧ガス保安協会、指定容
器検査機関、容器検査所

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、燃料電池自
動車等の導入を図ることが特に配慮が必要
である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

・車載状態のまま容器再検査を受けさせよ
うとする容器であることを見分けるための
措置を地方公共団体の長は講ずる。
・地方公共団体の長に認められた指定容器
検査機関、容器検査所は車載状態での容器
再検査を実施する。

→前段について、地方公共団体にこのよう
な義務を課す必要性があるのか。
→要件であれば、特例措置の内容に書くこ
と。
→指定容器検査機関、指定容器検査所とは
何か。
→後段は、記載する必要がないのではない
か。

・前段については、車載状態のまま容器再検
査を実施できる車と、実施できない車が存在
することが想定されるため、その区別を地方
公共団体が行う必要がある。
・要件であると考えられるので、特例措置の
内容として、「車載状態のまま容器再検査を
受けさせようとする容器であることを見分け
るための措置を地方公共団体の長が講じ、か
つ、①容器のスペック…」と記載することと
する。
・指定容器検査機関とは、高圧ガス保安法第
５８条の３１に規定されている、容器検査、
容器再検査を行う者である。容器検査所と
は、高圧ガス保安法第４９条に規定されてい
る、容器再検査を行う者である。
・車載状態のまま容器再検査を行うために
は、その検査の方法（③により提案される）
が実施できる検査設備を所有し、適切な能力
を持った検査員がいることが必要であり、再
検査を実施する者として適当かどうかを地方
公共団体の長は認める必要がある。本件は特
例措置の内容として「車載状態のままで容器
再検査を実施する能力があると認められた特
区における容器検査所において」と記載して
いる部分を「指定容器検査機関、容器検査所
において」と修正し、ご指摘のとおり削除す
ることとする。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1110
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく定置式製造設
備（燃料電池自動車のための水素ステー
ション、ＤＭＥステーション）の保安距離
規制の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば自動遮断装置、爆風圧を遮る障壁
等災害による周囲への被害を小さくするた
めの代替措置が講じられ、実証実験による
データ等につき、提案者からの提案を受
け、安全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 水素ガススタンド及びＤＭＥガススタンド
における保安距離に関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第６条第１項第２号
コンビナート等保安規則第５条第１項第
２、３号

特例を講ずべき法
令等の現行規定

定置式製造設備における高圧ガス災害の周
囲物件への被害を小さくするため、定置式
製造設備から周囲の物件（学校、病院、民
家等）までの距離が定められている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①スタンドのスペック（使用圧力、処理量
等）、②たとえば自動遮断装置、爆風圧を
遮る障壁の設置等、保安距離を変更しても
災害の周囲物件への被害を小さくする保安
確保策、③保安確保策が有効であることを
立証する実証実験によるデータや文献、④
具体的なスタンドに係る技術上の基準（参
考：一般高圧ガス保安規則第７条第２項、
圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基
準）、が提案者から提案され、安全性が検
証される場合、特区における高圧ガス保安
法第８条第１号の経済産業省令で定める技
術基準として、水素ガススタンド及びＤＭ
Ｅガススタンドにおける保安距離は、安全
性が検証された距離とする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～④の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～④の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～④の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 水素ガススタンド及びＤＭＥガススタンド
において高圧ガスを製造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、水素スタン
ド等の導入を図ることが特に必要である地
域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～④の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1111
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づくＤＭＥの実験
設備における防爆構造が困難な計測機器の
容認

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば換気、ガス漏えい検知設備の完備
等防爆性能を有する構造でなくとも良い代
替措置が講じられ、実証実験によるデータ
等につき、提案者からの提案を受け、安全
性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 ＤＭＥ試験研究施設における防爆構造が困
難な計測機器の設置に関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第６条第１項第２６
号
コンビナート等保安規則第５条第１項第４
８号

特例を講ずべき法
令等の現行規定

可燃性ガスの高圧ガス設備に係る電気設備
は、その設置場所及び当該ガスの種類に応
じた防爆性能を有する構造でなければなら
ない。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①ＤＭＥ試験研究施設のスペック（使用圧
力、処理量等）、②たとえば換気、ガス漏
えい検知設備の完備等、防爆構造が困難な
計測機器を設置しても保安が確保される保
安確保策、③保安確保策が有効であること
を立証する実証実験によるデータや文献、
が提案者から提案され、安全性が検証され
る場合、特区における高圧ガス保安法第８
条第１号の経済産業省令で定める技術基準
として、一般高圧ガス保安規則第６条第１
項第２６号、コンビナート等保安規則第５
条第１項第４８号にかかわらず、ＤＭＥの
試験研究施設として地方公共団体が認めた
施設においては、防爆構造が困難な計測機
器を設置することができることにする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 ＤＭＥ試験研究施設において高圧ガスを製
造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、ＤＭＥの導
入を図ることが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1112
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく液化水素ガス
の輸送容器の充填率の上限の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

充填率を上げても容器の安全性が確保され
ることを証明するデータ等につき提案者か
ら提供を受け、安全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 液化水素ガスの輸送容器の充填事業 (その他の内容の整理をまって調整)
措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

容器保安規則第２２条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

液化ガスの充填率が定められている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①容器のスペック（圧力、材料等）、②充
填率（参考：容器保安規則第２２条、液化
ガスの質量の計算の方法）、③充填率を上
げても当該容器の安全性が確保される保安
確保策、④保安確保策が有効であることを
立証する実証実験によるデータや文献、が
提案者から提案され、安全性が検証される
場合、特区における高圧ガス保安法第４８
条第４項各号の経済産業省令で定める方法
として、容器保安規則第２２条にかかわら
ず、充填する能力があるとして地方公共団
体の長に指定された充填所においては、安
全性が検証された充填率の上限を認める。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～④の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、容器検査で必要となる
もの（温度、肉厚、構造及び仕様、製造
の方法、強度、欠陥の有無、想定しうる
外的負荷、気密性、容器の経歴）を想定
しており、保安確保策の内容によって
は、提案するスペックが追加又は削減さ
れることが考えられるため、「等」と記
載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～④の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～④の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 液化水素ガスを充てんする者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、水素スタン

ドの導入を図ることが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～④の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。



【検討要請への回答】

特例措置に伴い必
要となる手続き

充填率を変更して充填を行おうとする輸送
容器を見分けるための措置を地方公共団体
の長は講ずる。地方公共団体の長に指定さ
れた充填所は変更した充填率での充填を実
施する。

→前段について、地方公共団体にこのよう
な義務を課す必要性があるのか。
→要件であれば、特例措置の内容に書くこ
と。
→指定された充填所とは何か。
→後段は、記載する必要がないのではない
か。

・前段については、充填率を変更できる
輸送容器と、変更できない輸送容器が存
在することが想定されるため、その区別
を地方公共団体が行う必要がある。
・要件であると考えられるので、特例措
置の内容として、「充填率を変更できる
輸送容器であることを見分けるための措
置を地方公共団体の長が講じ、かつ、①
容器のスペック…」と記載することとす
る。
・液化水素の量を適切に計量することの
できる設備を有している充填所が指定さ
れた充填所である。
・特例措置の内容として、「充填する能
力があるとして地方公共団体の長に指定
された充填所においては」と記載してお
り、ご指摘のとおり不要であると考えら
れるので、削除することとする。



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1113
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づくＤＭＥの貯蔵
設備を埋設した場合の保安距離規制の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

貯槽を埋設することにより、爆発等の周囲
への影響がどの程度緩和されるのか等に関
するデータ等につき、提案者からの提案を
受け、安全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 ＤＭＥ貯蔵設備を埋設した場合の保安距離
に関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第２１、２６条（一
般高圧ガス保安規則第６条第１項第２号）

特例を講ずべき法
令等の現行規定

貯槽により貯蔵する場合、その量に応じて
周囲物件（学校、病院、民家等）までの距
離が定められている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①貯蔵設備のスペック（使用圧力、貯蔵量
等）、②たとえば自動遮断装置、爆風圧を
遮る障壁の設置等、保安距離を変更しても
災害の周囲物件への被害を小さくする保安
確保策、③保安確保策が有効であることを
立証する実証実験によるデータや文献、④
具体的な貯蔵設備に係る技術上の基準（参
考：液化石油ガス保安規則第６条第１項第
３号、貯蔵設備に係る保安距離）、が提案
者から提案され、安全性が検証される場
合、特区における高圧ガス保安法第１６条
第２項又は第１８条第２項の経済産業省令
で定める技術基準として、ＤＭＥ貯蔵設備
における保安距離は、安全性が検証された
距離とする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～④の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～④の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～④の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 ＤＭＥを貯蔵する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、ＤＭＥの導

入を図ることが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～④の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1114
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく水素ステー
ション及びＤＭＥステーションの整備に係
る保安検査周期の延長

特例措置を講じる
に当たっての条件

保安検査周期の延長が可能であると判断で
きる、設備毎の機能維持状況に関するデー
タ等につき、提案者からの提案を受け、安
全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 水素ガススタンド及びＤＭＥスタンドにお
ける保安検査期間に関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 告示
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第７９条第２項
コンビナート等保安規則第３４条第２項
製造施設の位置、構造及び設備並びに製造
の方法等に関する技術基準の細目を定める
告示（以下、製造細目告示）第１４条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

原則年１回、保安検査を受けなければなら
ないが、特定の設備は保安検査期間が延長
されている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①設備のスペック（使用圧力、処理量
等）、②たとえば保安検査期間の延長が可
能であると判断できる当該設備の機能維持
状況に関する実証実験によるデータや文
献、③具体的な保安検査期間に係る技術上
の基準（参考：製造細目告示第１４条、保
安検査の期間）、が提案者から提案され、
安全性が検証される場合、一般高圧ガス保
安規則第７９条第２項、コンビナート等保
安規則第３４条第２項の告示により、特区
における水素ガススタンド及びＤＭＥガス
スタンドにおける保安検査期間について
は、安全性が検証された検査期間とするこ
とができることとする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 水素ガススタンド及びＤＭＥスタンドにお
いて高圧ガスを製造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 新エネ導入の促進の観点から、水素スタン
ド等の導入を図ることが特に必要である地
域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1115
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく高圧ガスに係
る認定検査実施者による製造施設の自主検
査対象の拡大

特例措置を講じる
に当たっての条件

処理能力の増加に伴う危険度評価、事業者
の管理能力を客観的に示すもの等につき、
提案者からの提案を受け、安全性が検証さ
れること

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 高圧ガスに係る認定検査実施者による製造
施設の自主検査事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令　通達
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

認定完成検査実施者及び認定保安検査実施
者の認定について（平成１１・９・２２立
局第１号）

特例を講ずべき法
令等の現行規定

認定完成・保安検査実施者が行うことので
きる自主検査の対象は、製造施設の処理能
力が２０％以上の増加を伴う工事以外の工
事としている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①処理能力が２０％以上の増加を伴う工事
について自主検査を実施しても保安が確保
されることを評価する要領（たとえば、施
設の危険度評価や事業者の管理能力を客観
的に評価するシステム）、②具体的な処理
能力の増加率の上限、が提案者から提案さ
れ、安全性が検証される場合、高圧ガス保
安法第３９条の２に基づく経済産業省令に
より、特区においてその処理能力の増加率
の限度内のとき、高圧ガス保安法第３９条
の２に基づく特定変更工事として認定検査
実施者が自ら検査を行うことができること
とする。

→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①、②の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・本件は、地方公共団体が自由に処理能
力の増加率を決定できるように考慮した
ものであり、処理能力を増加させても安
全が確保される評価システムについて、
経済産業省が確認するために必要となる
ものが①、②の内容である。したがっ
て、必要最小限なものである。

実施主体 認定検査実施者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 コンビナート事業等の円滑化の観点から、

自主検査対象の拡大を図ることが特に必要
である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①、②の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1116
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく高圧ガス保安
法上の可燃性ガスの製造施設の保安距離規
制の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば自動遮断装置、爆風圧を遮る障壁
等災害による周囲への被害を小さくするた
めの代替措置が講じられ、実証実験による
データ等につき提案者からの提案を受け、
安全性が検証されること

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 高圧ガス保安法上の可燃性ガスの製造施設
の保安距離に関する特例事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

コンビナート等保安規則第５条第１項第２
号、一般高圧ガス保安規則第６条第１項第
２号、液化石油ガス保安規則第６条第１項
第２号

特例を講ずべき法
令等の現行規定

可燃性ガスの製造施設は、高圧ガス災害の
周辺物件への被害を小さくするため、製造
設備から周囲の物件（学校、病院、民家
等）までの距離が定められている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①製造施設のスペック（ガス種、使用圧力
等）、②たとえば自動遮断装置、爆風圧を
遮る障壁の設置等、保安距離を変更しても
災害の周囲物件への被害を小さくする保安
確保策、③保安確保策が有効であることを
立証する実証実験によるデータや文献、④
具体的な製造施設に係る技術上の基準（参
考：一般高圧ガス保安規則第７条第２項、
圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基
準）、が提案者から提案され、安全性が検
証される場合、特区における高圧ガス保安
法第８条第１号の経済産業省令で定める技
術基準として、コンビナート等保安規則第
５条第１項第２号、一般高圧ガス保安規則
第６条第１項第２号、液化石油ガス保安規
則第６条第１項第２号にかかわらず、可燃
性ガスの製造施設における保安距離は、安
全性が検証された距離とする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～④の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～④の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～④の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 可燃性ガスの製造施設において高圧ガスを
製造する者

(その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域 コンビナート事業等の円滑化の観点から、
可燃性ガスの製造施設の保安距離を変更す
ることが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～④の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1117
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく含有酸素可燃
性ガスの圧縮禁止条項の緩和

特例措置を講じる
に当たっての条件

可燃性ガス中の酸素の容量の比率を上げて
も、安全性が確保されることを証明する
データ等につき、提案者から提案を受け、
安全性が検証されること

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 含有酸素可燃性ガスの圧縮に関する特例事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

コンビナート等保安規則第５条第２項第１
号ハ、一般高圧ガス保安規則第６条第２項
第１号ハ

特例を講ずべき法
令等の現行規定

可燃性ガス中の酸素の容量が全容量の４％
以上のものは圧縮してはならない



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①製造施設のスペック（ガス種、使用圧力
等）、②具体的な酸素濃度、圧縮方法、保
安確保策、③保安確保策が有効であること
を立証する実証実験によるデータや文献、
が提案者から提案され、安全性が検証され
る場合、特区における高圧ガス保安法第８
条第１号に基づく経済産業省令で定める技
術基準として、コンビナート等保安規則第
５条第２項第１号ハ、一般高圧ガス保安規
則第６条第２項第１号ハにかかわらず、安
全性が検証された酸素濃度の圧縮をするこ
とができることとする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 高圧ガスを製造する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 コンビナート事業等の円滑化の観点から、

可燃性ガス中の酸素の容量が全容量の４％
以上のものを圧縮することが特に必要であ
る地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1118
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく他の防液堤配
管の通過制限の撤廃

特例措置を講じる
に当たっての条件

たとえば配管からの高圧ガスの漏えいを防
ぐための２重配管構造等防液堤の内外に設
備を設置しても安全性が確保される代替措
置が講じられ、実証実験によるデータ等に
つき、提案者からの提案を受け、安全性が
検証されること

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 防液提と配管との距離規制に関する特例事
業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

一般高圧ガス保安規則第６条第１項第８号
コンビナート等保安規則第５条第１項第３
６号

特例を講ずべき法
令等の現行規定

防波堤の内外には特定の設備以外は設置し
てはならない。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①貯蔵設備と配管のスペック（ガス種、使
用圧力等）、②具体的な配管の設置の仕
方、具体的な防液提と配管との距離（参
考：製造施設の位置、構造及び設備並びに
製造の方法等に関する技術基準の細目を定
める告示第２条、防液提の周辺における設
備等の設置制限）、保安確保策、③保安確
保策が有効であることを立証する実証実験
によるデータや文献、が提案者から提案さ
れ、安全性が検証される場合、特区におけ
る高圧ガス保安法第８条第１号に基づく経
済産業省令に定める技術基準として、一般
高圧ガス保安規則第６条第１項第８号、コ
ンビナート保安規則第５条第１項第３６号
の規定にかかわらず、安全性が検証された
配管の設置をすることができることとす
る。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 高圧ガスを製造する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 コンビナート事業等の円滑化の観点から、

防液提の内外に配管を設置することが特に
必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1119
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

地方公共団体の提案に基づく高圧ガス設備
の開放周期の自主基準化

特例措置を講じる
に当たっての条件

開放検査周期の延長が可能であると判断で
きる、設備毎の機能維持状況に関するデー
タ等につき、提案者からの提案を受け、安
全性が検証されること。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 高圧ガス設備の開放検査期間に関する自主
基準化事業

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 告示
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造
の方法等に関する技術基準の細目を定める
告示第１６条

特例を講ずべき法
令等の現行規定

保安検査においては、耐圧試験又は開放検
査を行わなければならない。開放検査はそ
の期間が定められている。



【検討要請への回答】

特例措置の内容 ①高圧ガス設備のスペック（ガス種、材料
等）、②具体的な開放検査期間（参考：製
造施設の位置、構造及び設備並びに製造の
方法等に関する技術基準の細目を定める告
示第１６条、高圧ガス設備の開放検査期
間）、③たとえば開放検査期間の延長が可
能であると判断できる、機能維持状況に関
する実証実験によるデータや文献、が提案
者から提案され、安全性が検証される場
合、特区においては当該検査期間とするこ
とができることとする。

→①の「等」とは何か。
→求める要件が過度のものとなっていない
か。必要なものなのか。

→「安全が検証される場合」については、
「同等の安全性を確認」するための客観的
基準を示し、地方公共団体に①～③の内容
について判断できるようにできないか。経
済産業省は、地方公共団体が検証したもの
について、確認すれば足りるようにできな
いか。このようにしないと、自治体からみ
てどのような場合に「安全性を確認」でき
るのか不明確ではないか。

・スペックとは、高圧ガスの製造の許可
で必要となるもの（処理設備の処理能
力、処理設備の性能、設備の構造に関す
る書類、施設の位置に関する書類や図
面）を想定しており、保安確保策の内容
によっては、提案するスペックが追加又
は削減されることが考えられるため、
「等」と記載した。
・現行の技術上の基準は経済産業省令で
定められているものであり、①～③の内
容と現行の技術上の基準を比較検討し、
「同等の安全性を確認」できるのは、経
済産業省である。比較検討するために、
①～③の内容は必要最小限のものであ
る。

実施主体 高圧ガスを製造する者 (その他の内容の整理をまって調整)
想定対象地域 コンビナート事業等の円滑化の観点から、

高圧ガス設備の開放検査期間を延長するこ
とが特に必要である地域

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①～③の内容について総合的な安全性が検
証され、現行規定によって担保される安全
性と同等の安全性が確認されること。

→上記特例措置の内容の変更により、必要
ないのではないか。

・上記の理由により必要である。

特例措置に伴い必
要となる手続き



【検討要請への回答】

１．プログラム別表１の該当部分

番号 1120
構造改革特区にお
いて実施可能な特
例措置

工場棟の建て替えやコンビナート地区の再
開発等における石油コンビナート等災害防
止法上のレイアウト規制等の見直し

特例措置を講じる
に当たっての条件

代替措置について個々の事業所のレイアウ
ト状況等を踏まえ総合的な安全性が検証さ
れ、現行の施設地区の基準によって担保さ
れる安全性と同等の安全性が確認されるこ
と。

２．基本方針中「政府が講ずべき措置についての計画」に記載する内容

所管省庁の原案 構造改革特区推進室からの検討要請事項 所管省庁による回答

特定事業の名称 石油コンビナート等特別防災区域内事業所
の再生推進のための安全確保事業（仮称）

(その他の内容の整理をまって調整)

措置区分 省令
特例を講ずべき法
令等の名称及び条
項

石油コンビナート等特別防災区域における
新設事業所等の施設地区の配置等に関する
省令（以下、「レイアウト省令」とい
う。）第１０条、第１１条、第１２条



【検討要請への回答】

特例を講ずべき法
令等の現行規定

・第１０条（施設地区の配置の基準）で
は、製造施設地区は、その面積が千平方
メートルを超え七千平方メートル以下であ
る場合にあってはその外周から内側３メー
トル以内の部分に施設又は設備を設置しな
いこと等
・第１１条（特定通路の幅員）では、施設
地区の区分及び面積に応じて６、８、10、
12メートルの特定通路を配置すること等
・第１２条（通路の配置及び形状の基準）
では、特定通路の上空を横断する連絡導管
等は、特定通路の地盤面から４メートル以
上の間隔を有すること等

特例措置の内容 代替措置を講ずることによってレイアウト
省令第１０条（施設地区の配置の基準）、
第１１条（特定通路の幅員）及び第１２条
（通路の配置及び形状の基準）の各号で定
める基準と同等の安全性が担保されている
ものとして、構造改革特別区域計画が認定
された場合には、当該各条の規定を適用し
ないこととする。

実施主体 レイアウト規制の対象となる第１種事業者 (その他の内容の整理をまって調整)

想定対象地域



【検討要請への回答】

同意の要件（特例
措置に伴う弊害を
防止するための措
置）

①代替措置について、個々の事業所のレイ
アウト状況等を踏まえ総合的な安全性が検
証され、レイアウト省令第１０条から第１
２条の規定によって担保される安全性と同
等の安全性が確認されること。
②代替措置による総合的な安全性を確認す
るために必要な実験データや文献等を提出
すること。

→②については、特例措置の条件として特
例措置の内容欄に記述すること。
→「総合的な安全性」とは何か。
→提出する実験データや文献等を示すべき
評価項目を限定列挙されたい。

・②については、特例措置の条件として特例措置の内

容欄に記述すること

計画について同意、不同意を判断するためには、申請

時に提出された実験データや文献等の内容により、総

合的に安全性を確認する必要があることから申請時に

必要な手続きとして「同意の要件」に明確に示す必要

がある。

なお、このことについては特区推進室のヒアリングに

おいても確認されている事項である。

・　「総合的な安全性」とは何か。

各施設地区の面積又は配置が当該各施設地区相互の関

係、当該第１種事業所の敷地の面積及び地形、当該第

１種事業所の周囲の状況その他の状況を、及び連絡導

管又は連絡道路の配置が当該第１種事業所の各施設地

区との関係、当該第１種事業所の敷地の地形及び周囲

の状況その他の状況を、それぞれ勘案し、災害の発生

の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないこと。

（石災法第８条第１項関係）

・提出する実験データや文献等で示すべき評価項目を

限定列挙されたい。

①代替措置を講じた施設地区又は隣接する施設地区に

おいて火災が発生した場合、他の施設地区等（代替措

置を講じた施設地区が事業所敷地境界に面する場合

は、隣接事業所又は市街地）に対する延焼拡大防止対

策が的確に措置されていること。

②代替措置を講じた施設地区又は隣接する施設地区に

おいて火災又は漏洩事故が発生した場合、共同防災組

織を含む自衛防災組織及び消防機関による消防活動が

円滑かつ的確に行えること。

③特定通路等の地盤面から４ｍ以上の間隔がとれない

場合、共同防災組織を含む自衛防災組織及び消防機関

による消防活動が迅速かつ的確に行えること。

特例措置に伴い必
要となる手続き


